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方針 施策 取り組み内容 No. 所属名 実施主体 実施時期 具体的な事業の概要 R2年度実績 R2年度成果 状態 今後の事業の展望、改善点

1
くさつエコスタイルプ

ラザ
市 年間

【エコミュージアム推進事業】既存の施設や
プログラム等の資源を活用しながら、琵琶
湖湖岸を中心に実践された体験学習プロ
グラムの情報発信。

市内５施設で開催された体験学習・講座について
広報誌および市ホームページで情報発信。
地域で取り組む環境学習の情報収集を行った。

体験を伴う環境学について広報くさつや市ホー
ムページ等により情報発信を行った。
地域資源を生かした環境学習の情報収集を行
うことができた。

継続

引き続き、環境学習に関する情報を収集し、広
報誌や市ホームページ等で情報を広く発信し、
環境について学び行動できる地域社会づくりに取
り組んでいく。

2 北山田浄水場 市 ７月頃

【親子浄水体験講座】浄水工程の見学、手
作り沈殿・ろ過装置による浄水実験、利き
水体験等。

開催実績なし 開催実績なし

廃止

-

3
北山田・ロクハ浄水

場
市 ６月頃

【浄水場施設見学】小学校４年生の社会科
授業の一環として浄水場の見学があり、水
源の保全、水資源の有効利用等を説明。

開催実績なし 開催実績なし

継続

小学校と連携し、今度も浄水場見学を継続して
いく。R２年はコロナウイルスにより開催できなかっ
たため、見学以外にもパンフレットや動画等の啓
発資材を活用していただけるよう、ＰＲしていく必
要がある。

4
くさつエコスタイルプ

ラザ
市 年間

【環境学習推進員の配置】Ｈ23より地域の
資源を活かした環境学習の充実を図るた
め、専門的な知識を持った環境学習推進
員（嘱託職員）を配置。

貸出教材数：３５件
講師派遣数：１０件

コロナ禍ではあったが、多数の教材貸出や講師
の派遣を行い、着実に市内にある各活動団体
の学習機会に対し充実を図ることができた。

継続

継続的に、各団体に対し学習機会の充実を図っ
ていく。

5
くさつエコスタイルプ

ラザ
市 随時

【環境学習ネットワークの充実】こども環境
会議や地球冷やしたい推進協議会、滋賀
グリーン購入ネットワーク、エコスクール支
援委員会を通じて、多様な主体のネット
ワークづくりに貢献。

新型コロナウイルス感染症の影響により、こども環
境会議は延期となったが、地球冷やしたい推進協
議会を開催。また、滋賀グリーン活動ネットワーク
やエコスクール支援委員会に参加した。

コロナ禍で事業開催の減少があったが、多様な
環境情報の収集や、環境学習を推進する方と
のネットワークづくりを支援することができた。

継続

草津市こども環境会議や地球冷やしたい推進協
議会の開催、滋賀グリーン活動ネットワーク、エコ
スクール支援委員会の参加を通じて、多様な主
体のネットワークづくりを推進し、情報収集を図り
ながら、環境学習のステップアップに取り組んで
いく。

6 環境政策課 市、国、県 年間

【環境調査事業】河川水質、騒音等に係る
各種環境調査を継続的に実施。

河川水質、水生生物、アオコ、自動車騒音調査を
実施。
アオコは県、水生生物は国からの依頼に基づき、
結果報告。

河川水質、水生生物、アオコ、自動車騒音調
査において特に大きな問題はなく継続的な監
視ができている。 継続

今後も継続的に調査を行い、傾向を分析しなが
ら取り組んでいく

7 環境政策課 市 3年に1回

【くさつの環境】市内環境調査の状況および
保全施策等を、昭和53年度から3年に1
回、環境白書「くさつの環境」に取りまとめて
公表。

平成29年度、30年度、令和元年度の3か年の市
内環境調査の状況および保全施策等を取りまと
め、令和２年度版「くさつの環境」として発行。

環境保全活動に対する市民の関心と理解を深
める一助となる冊子を作ることができた。

継続

R2年度に「くさつの環境」を発行予定

8
まちづくり
協働課

市、
草津市国際交

流協会
随時

【くさつハロウィン】パワフル交流・市民の日
における廃材を利用した木工教室、エコ
キャンドル作りイベントの実施。

くさつハロウィンでの出店は行えなかったが、
10/18　縁活（エンカツ)inKUSATSU～秋キャンプ
をテーマに楽しもう～に「エコキャンドルづくりで出店
した。
参加者２5名（定員２０名）

環境学習を通じて、地域住民の国際理解・国
際交流の楽しさを伝えられた。

継続

コロナ禍においても実施できるイベントにて、環境
学習をきっかけに国際理解・国際交流を図って
いく。

9
まちづくり
協働課

市、
草津市国際交

流協会
随時

【国際理解講座の開催】 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、未実
施

ー

継続

コロナ禍においても実施できるイベントで出店でき
るよう計画していく。

10
人権政策課
(西一会館)

市、
NPO

１回

【隣保館での啓発】研修にて環境について
学ぶ機会を提供。

環境学習講座
「ごみの減量と風呂敷の活用・Ｔシャツでエコバック
づくり」
対象：市内在住大人
参加者１２人

レジ袋が有料になったタイミングであったため、
参加者の関心が高く、環境問題について理解
を深めることができた。

継続

講座のひとつとして、毎年テーマを変えながら継
続的に実施していく予定である。

11
人権政策課（新田

会館）
市、
NPO

１回

【隣保館での啓発】研修にて環境について
学ぶ機会を提供。

実績なし 実績なし

縮小

不定期ではあるが、講座の一環として環境問題
についての学びを取り入れたり、館外学習を実施
することを計画している。

12 学校政策推進課
学校（全小中

学校）
年間３回

【環境美化の日】滋賀県が制定する「ごみ
ゼロの日」「びわ湖の日」「県下一斉清掃の
日」に関連して、各校で清掃活動等を実
施。

市内の３小学校では、【環境美化の日】の３回すべ
てで、6小学校と３中学校では、それぞれの実態に
合わせた回数で清掃活動や環境保全活動を行っ
た。その他の小中学校は、新型コロナウイルス感染
防止のため中止とした。

１２小中学校が、新型コロナウイルス感染症拡
大防止対策をしながら、環境美化活動に取り組
み、清掃活動を通じて、環境保全の意識を高
めることができた。

継続

休校期間の延長に伴い、授業時数の確保や行
事の精選等で年３回の実施が難しい状況である
が、清掃、除草以外の内容を工夫し、啓発活動
に注力したい。

13 学校政策推進課 学校 年間

【エコスクール実践校】滋賀県琵琶湖環境
部環境政策課が指定し環境教育の取り組
みを推進。

渋川小学校、笠縫東小学校、老上小学校がエコ
スクールに認定され、環境学習に積極的に取り組
んだ。

学校内で問題解決的に環境学習に取り組むだ
けではなく、地域のサポーターやオンライン配信
等を活用して地域環境から多くのことを学び、
発表の場を持ったり、紙面にまとめたりすること
ができた。

継続

新型コロナウイルス感染対策を実施したうえで、
体験的な活動を取り入れながら、継続を図りた
い。

14 学校政策推進課 学校 年間

【びわ湖フローティングスクール「うみのこ」】
県内の全小学5年生が、びわ湖フローティ
ングスクールという琵琶湖上で1泊2日の宿
泊体験を中心とした教育活動を行うもの。

「うみのこ」新船で、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、日帰りで全１４小学校が無事航海するこ
とができた。

昨年度に引き続き、栗東市の小学校や、淀川
流域交流校との交流を深めながら、滋賀県や
琵琶湖に関する環境学習に取り組んだ。 継続

新型コロナウィルスの影響で、県内すべての航海
が、日帰りでの実施となったが、市内全小学校が
うみのこで環境学習に取り組む。

15 学校政策推進課 学校 年間

【森林環境学習「やまのこ」】県内の全小学
４年生が、森林への理解と関心を深めると
ともに、人と豊にかかわる力を育めるよう、
県内森林環境学習施設で体験型の環境
学習を行うもの。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、7校が
「出張やまのこ」を選択し、学校で実施した。他の7
校は、現地で森林での環境学習を実施した。

「やまのこ」に取り組むことで、森林での環境学
習を行い、自然環境の大切さや森林の機能に
ついて学ぶことができた。

継続

新型コロナウィルス感染拡大防止を図りながら、
現地での森林環境学習を継続する。

環
境
学
習
社
会
づ
く
り

環
境
学
習
内
容
の
充
実
と
機
会
の
拡
大

環境教育・学習の内容の充実と
機会の拡大

協
働
に
よ
る
環
境
学
習
の
推
進

環境学習活動の場づくり

環境学習のステップアップ

環境に係る調査研究の充実

地域からの国際協力

1
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16 学校政策推進課 学校 年間

【農業体験学習「たんぼのこ」】子どもたちが
農業体験学習を通して、農業への関心を
高め、生命や食べ物の大切さを学ぶ「農か
らの食育」を推進するもの。

地域の方やサポーターの方とともに、児童自らが
「育て」「収穫する」という一貫した体験学習を実施
する

子どもたちが農業への関心を高めたり、生命や
食べ物の大切さを学ぶことができた。

継続

農業体験学習「たんぼのこ」を通して、農業や食
べ物について体験的に学ぶ学習を継続する。

17
くさつエコスタイルプ

ラザ
市、学校、

団体
年間

【小学校における環境学習への支援事業】
地域の資源を活用して小学校が行う体験
型授業を支援。

4校（草津第二小、渋川小、老上小、常盤小）に対
し、地域の資源を題材とした環境学習を支援した。

新型コロナウイルス感染症の影響により、環境
学習会の数は減少したが、二学期以降に開催
した小学校に対して、環境や自然の大切さにつ
いて体験し、学ぶことができる授業を支援でき
た。

継続

小学校における環境学習の充実が図られるよう
に、エコミュージアム推進員や環境学習推進員を
活用し、先生方が参加される会議等で情報発信
を行いながら、利用機会の増加を図っていく。

18
くさつエコスタイルプ

ラザ
市、学校、
団体、企業

年間

【こども環境会議】こどもと大人が一緒に身
近な環境について話し合ったり、日ごろの取
組みの発表と交流を行う場を提供。

新型コロナウイルス感染症の影響により、延期し
た。

新型コロナウイルス感染症の影響により、延期し
た。

縮小

新型コロナウイルス感染症拡大防止を踏まえ、交
流・つながりがより深まるよう実行委員会において
内容の充実を図っていく。

19
くさつエコスタイルプ

ラザ
市 随時

【環境学習支援事業】団体、事業所等が実
施する学習会等に、講師派遣を実施。ま
た、体験しながら学べる教材等の貸し出し
を実施。

講師派遣：10件
教材貸出：16件（35教材）

新型コロナウイルス感染症の影響により、環境
学習会や各種イベントが中止となったため、講
師派遣、教材貸出とも減少した。

継続

情報をチラシやホームページで発信し、環境学
習推進員と連携することで利用機会の増加につ
なげていく。

20
くさつエコスタイルプ

ラザ
市 随時

【こどもエコクラブ支援事業】財団法人日本
環境協会の事業である「こどもエコクラブ」の
市窓口を設置し、加入促進を実施。

クラブ数：12
子ども：2,751人
大人：171人
合計：2,922人

市内のこどもエコクラブに対し、こどもエコクラブ
全国事務局から送付される情報誌やツールを
活用し、他のクラブで行われている取組などの
情報提供や活動の促進を行った。

継続

地域における環境学習の支援として、活躍してい
るクラブについて情報提供を行いながら、加入を
促進する。

21 資源循環推進課 市 随時

【クリーンセンターの見学】ごみの減量化、
分別の徹底およびリサイクルの推進に理解
を深めていただくため、施設見学受入れ。

市内の小学校４年生や企業・大学等の見学を受
け入れ。
　団体数：36団体
　人数：1,425人

見学により、ごみ処理に関する理解を含めてい
ただくことができた。また、見学の事前・事後ア
ンケートを実施し、参加者の満足度向上に向け
た情報収集ができた。

継続

啓発スペースの効果的な運用と見学内容の充
実を図ることについて、くさつエコスタイルプラザと
連携しながら進めて行く。

22 幼児課 市 随時

【幼児期における環境学習】環境学習教材
として紙芝居やＶＴＲ等を導入。また、保護
者も環境意識の向上を図るため、廃品回
収など環境活動に参加。

公立保育所・幼稚園・こども園において、年間を通
じて環境に関する絵本や紙芝居の読み聞かせを
行った。新型コロナウイルス感染症の影響により地
域のごみ拾いや、保護者による環境活動は実施で
きなかった。

保育の中で環境への関心が高まるような教材
（絵本・紙芝居等）を使用し、子どもたちの環境
意識の向上を図ることができた。 縮小

保育を通して保護者への啓発を行い、家庭にお
いても環境意識を高めることができる工夫を行っ
ていく。

23 学校政策推進課 学校 8月
【滋賀県環境教育研究協議会】学校におけ
る環境教育充実と、指導にあたる教員の指
導力向上に資するための研究協議会。

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中
止となった。

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のた
め中止となった。 継続

昨年度参加予定の、６小中学校の教員が参加で
きる環境づくりに努めたい。

24
草津市立図書館
南草津図書館

市 ７月

【環境関連のコーナー等の設置】環境にや
さしい週間に併せて、環境関連の書籍コー
ナーの設置。「こどものしゅうへん」（図書紹
介案内紙）で関連図書の案内を行い、来館
者に自主的な環境教育・学習の機会を提
供。

7月に環境関連の図書の展示を実施。（くさつエコ
スタイルプラザとの連携事業）
本館 展示本冊数：133冊　貸出冊数：91冊
南館 展示本冊数：105冊　貸出冊数：52冊
※「おはなしのじかん」で環境本の読み聞かせ新型
コロナウイルス感染症拡大防止のため未実施。
図書館の広報誌「こどものしゅうへん」において環
境問題をテーマに図書の紹介を行い、市内関係
各所へ配布。
学校連携事業の一環として、「うみのこセット」の団
体貸出の実施。本館1校　南館0校

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、
「おはなしのじかん」で環境本の読み聞かせは
未実施となったが、展示や図書館の広報誌に
よる環境教育・学習う内容の充実に努めた。

新規(既存)

子ども対象に環境講座等の開催等、くさつエコス
タイルプラザとの連携事業をさらに充実させなが
ら、来館者に自主的な環境教育・学習機会の提
供に努めます。

25
各まちづくり
センター

市 随時

【地域のまつりでの啓発】
各まちづくり協議会が実施する、ふれあいま
つり等の来場者に対して、ごみの分別や、
持ち帰りを徹底し、環境問題への意識醸成
を促進する。

一部の学区でふれあいまつりを実施し、ごみの分
別・持ち帰りの徹底等の呼びかけを行った。

各まちづくり協議会が主催する、ふれあいまつり
等の来場者に対し、模擬店から出るごみの分
別や持ち帰りを呼びかけいただくことにより、環
境問題への意識醸成が促進された。

継続

各学区で開催されるふれあいまつりの来場者に
対し、引き続きごみの分別徹底等を呼びかけるこ
とで、環境問題への意識醸成を促す。

26
各まちづくり
センター

市 随時

【地域団体との連携における啓発】
各まちづくり協議会に交付する一括交付金
事業として、「環境浄化や環境保全に関す
る取り組み」、「不法投棄の監視に関する取
り組み」をまちづくり協議会が実施。

各まちづくり協議会で、地域まちづくり一括交付金
事業の項目である「環境美化に関する取り組み」を
実施いただいた。

各まちづくり協議会を中心に、各町内会や関係
団体と連携しながら、環境美化活動や不法投
棄の監視等を実施いただいたことにより、各地
域で環境問題について考える機会の提供につ
なげることができた。

継続

各まちづくり協議会への交付金事業の項目の一
つとして、引き続き、環境美化活動等に取り組ん
でいただく。

市民リーダーや組織の育成・支
援と活用

27
くさつエコスタイルプ

ラザ
市 年間

【環境学習プランナー】地域における継続
的な体験や実践を通じた学習により、自ら
考え、積極的に環境活動に取り組む人材を
育成するため、事業を実施。また子どもの
活動を支援する大人（サポーター）の育成
も実施。

「環境学習プランナー」の人材育成と、地域資源を
活かした環境学習体験プログラムの活用について
協議。
環境学習プランナー：４人
会議：３回
開発した環境学習プログラムを１回実施（他２回は
新型コロナウイルス感染症の影響により、中止）。

環境学習プログラムを１回実施し、その取組を
通してプログラム内容を協議し、充実を図ること
ができた。

継続

地域や団体等での環境学習の現状を把握し、そ
れに沿った学習プログラムを提供し、環境学習の
充実を図る。
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環境教育・学習の内容の充実と
機会の拡大
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28 契約検査課 市

年１回
（格付見

直しが年１
回のため）

【建設事業契約審査事務】市内工事業者
の格付けにあたり、その審査の基準点に、Ｉ
ＳＯ14001およびエコアクション２１を認証登
録している企業に点数を加算することによ
り、企業の環境への取り組みの動機付けを
推進。

90社中、R2年度登録でISO14001による加点を得
ている企業は18社、エコアクション２１による加点を
得ている企業は1社、KESによる加点を得ている企
業は3社。
　ISO14001、エコアクション２１およびKES：8点加
点（重複して取得している場合は、複数取得してい
たとしても8点のみを加点）

市内工事業者の格付けにあたり、その審査の
基準点に、ＩＳＯ14001、エコアクション２１および
KESを認証登録している企業に点数を加算する
ことにより、企業の環境への取り組みの動機付
けを推進できた。

継続

今後についても、企業の環境への取り組みの動
機付けを推進していく。

29 環境政策課 市 年間

【エコオフィス推進事業】公共施設の省エ
ネ・省CO₂・環境負荷低減をはかるため、市
独自の環境マネジメントシステム（KEMS)に
より、総合的に管理。

全所属・全職員が管理項目であるエネルギー管
理、環境法令および緊急事態対応等を実施。
　R2エネルギー起源ＣＯ₂排出量：R1年度比2.6％
増

コロナ対策もあり、昨年と比べるとＣＯ₂排出量
は増加した。

継続

省エネ設備や再生可能エネルギー設備の推進
を引き続き行い、環境負荷低減を図る。

30
くさつエコスタイルプ

ラザ
市 年間

【草津市地球温暖化防止大賞（エコスタイ
ルコンテスト）】市内の地球温暖化防止の取
り組みを表彰することで、温暖化防止に向
けた取り組みを普及。

子ども部門（大賞1、優秀賞2、参加賞：全員）
　応募者：1,480人
企業・団体部門（優秀賞１）
　推薦：1件

子ども部門は、多数応募があり、多くの子どもた
ちにとって、地球温暖化について考えるきっか
けづくりになった。また、応募作品を市役所やク
リーンセンターなどで展示して、地球温暖化に
関する取組を広く周知できた。

継続

子ども部門については、引き続き小学校への周
知、啓発を進める。企業・団体部門については、
募集方法の見直しを行う。

31
くさつエコスタイルプ

ラザ
市 年間

【愛する地球のために約束する協定】「愛す
る地球のために約束する草津市条例」にも
とづき、事業者や団体の皆さんが市長と自
主的に地球温暖化対策を行うことを約束す
るため、協定を締結。

協定締結者数：52者

新規締結数：2者
継続辞退：0者

市主催のイベントやポスター作成・配布、エコス
タイルプラザでの紹介等により協定と協定者の
取組を啓発することができた。

継続

環境に配慮している企業や環境に関心のある団
体、地域のまちづくり協議会、工場立地法要件緩
和申請を検討中の企業などに対し新規加入を促
す。

32 環境政策課 市 随時

【ノーマイカー運動】地球温暖化対策実行
計画（事務事業編）のエコオフィス行動取り
組みの一環として、第二・第四金曜日を
「ノーマイカーデー」とし、公共交通機関や
自転車の利用を心掛け、自動車（バイクを
含む）での通勤の自粛を呼び掛け。

町内放送にて、ノーマイカデーを定期的に周知。 職員の環境意識が高まった。

継続

今後とも町内放送にて、ノーマイカデーを定期的
に周知し、職員の環境意識を高めていく。

33
くさつエコスタイルプ

ラザ
市 随時

【温暖化防止啓発イベント・キャンペーン】
12月の地球温暖化防止月間に、広報誌の
発行、市内商業施設でのイベントを実施。
その他、宿場まつり、リサイクルフェアなど各
種イベントで啓発を実施。

地球温暖化防止月間
 12/5、6イオンモール草津にてフェア開催
 来場者数：368人
「愛する地球のために約束する協定」協定者ポス
ターの配布
 ポスターの配布：80枚（11月配布）
イベント出展・協力
 出展・協力回数：なし（新型コロナウイルス感染症
の影響により中止のため）

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベン
トを縮小して実施したものの、地球温暖化につ
いての理解を深め、具体的な行動に移していた
だくための広報・啓発活動を展開できた。

継続

新型コロナウイルス感染症拡大防止を踏まえ、展
示物等を充実させ、幅広い世代に環境の意識を
高めてもらえるように取り組んでいく。

34
各まちづくり
センター

市 夏季

【ゴーヤーカーテンの取り組み】地域まちづ
くりセンターの窓の外でゴーヤーカーテンを
育成。来館者等に対し地球温暖化防止に
つながる取り組み例として情報発信。

下記、地域まちづくりセンターで実施。
老上、老上西・玉川・山田・笠縫東

ゴーヤーカーテン等の実施により、来館者に対
し、地球温暖化防止につながる取組み事例の
一つとして情報発信することができた。 継続

来館者に対する啓発として、協力いただけるセン
ターにおいて、ゴーヤーカーテンに取り組んでい
ただく。

35
くさつエコスタイルプ

ラザ
市、団体 夏季

【ゴーヤーカーテン事業】家庭、公共施設、
事業所・団体等にゴーヤーの種子や育て
方ガイドを配布し、ゴーヤーカーテンを育て
ることによる地球温暖化防止の取り組みを
普及啓発。

ゴーヤー種子の配付
　冷やしたい協議会配付会員数：２５者
　市民への配付　１１２人

コロナ禍で啓発活動が制限される中、家庭、公
共施設、事業所・団体等にゴーヤーの種子や
育て方ガイドを配布し、ゴーヤーカーテンを育て
ることによる地球温暖化防止の取組を行った。 継続

今後とも、事業としては継続するが、ゴーヤーの
配付についてはコロナの状況を考慮する必要が
ある。

徒歩や自転車による移動の促
進

36 交通政策課 市 年間

【自転車安全安心利用促進委員会の開
催】自転車の安全で安心な利用の促進に
関する施策の評価を審議。

草津市自転車安全安心利用促進計画の中間見
直しを行い、更なる自転車の安全安心利用の促
進を図った。

自転車安全安心利用指導員を中心とした街頭
指導や街頭啓発のほか、スケアードストレート方
式や出前講座方式による自転車安全安心利
用教室を開催したことで、市民の自転車の安全
な利用に対する意識の向上が図れました。

継続

更なる自転車の安全安心利用の促進を図る。

環境配慮型交通システムの構
築

37 交通政策課 市 年間

【まめバス（コミュニティバス）運行事業】市
内の公共交通空白地・不便地を中心とした
生活交通の確保や、地域活性化を図るた
めに、「まめバス」などのコミュニティバスを
運行。

【まめバス】令和元年度に引き続き、6路線7系統
の運行を行った。
　R2年間利用者数：147,584人/年
【まめタク】予約があった便のみを運行するデマンド
型乗合タクシー「まめタク」について、令和2年11月
30日より、志津学区等で実証運行を開始した。
　R2.11.30～利用者数：119人
　R2.11.30～運行便数：101便

バス交通空白地・不便地の解消のため、路線
バスやまめバスの既存路線の再編、デマンド型
を採用したまめタクの実証運行（R2.11.30～）
など、新たな移動手段の確保に向けて、地域と
連携し、協議検討を行い、地域を維持・活性化
する交通まちづくりの推進が図れました。

拡大

引き続き、バス交通空白地・不便地の解消のた
め、路線バスやまめバスの既存路線の再編、デ
マンド型交通など、新たな移動手段の確保に向
けて、地域と連携し、協議検討を行う。
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築

38 交通政策課 市 年間

【連節バスの導入】新たな交通システムとし
て、大量輸送に優れている連節バスを導
入。

令和元年度に引き続き、連節バスの運行を行っ
た。

南草津駅から立命館大学への輸送力を強化し
たことにより、駅前のバス待ち行列の緩和が図
れました。

継続

南草津駅周辺交通対策社会実験に基づく交通
対策と連携し、自家用車から公共交通への利用
転換を促す。

農業等の振興 39 農林水産課
市、県、
地元

随時

【農業振興】環境こだわり農産物の推進に
より、農薬・化学肥料の抑制で、富栄養化
した農業排水の排出を抑え、琵琶湖の環
境に配慮するとともに、安全安心な農作物
の生産を実施。

環境こだわり農産物
　認証面積　268.64ha
環境保全型農業直接支払交付金（令和２年度よ
り）
　履行面積　230.22ha
　交付額　　 12,405,400円
　　　　　　　　（うち市費3,101,350円）

琵琶湖の環境に配慮した、安全、安心な農産
物の生産を実施できた。

継続

今後も琵琶湖の環境に配慮した、安全、安心な
農産物の生産を実施する。

新たな環境ビジネスの展開支援 40
くさつエコスタイルプ

ラザ
市

7/1を含
む

１週間

【環境にやさしい週間事業】環境基本条例
で定める「環境にやさしい週間」に、主に事
業者を対象に環境に配慮した活動を推進
するイベントや各種啓発活動を実施。また、
市広報の特集号、ＨＰでの啓発。

環境にやさしい週間6/29～7/5
図書館企画展示(7月)

草津環境セミナー（主に事業者向け）
　開催日：3/22
　参加者：68人

新型コロナウイルス感染症の影響により、草津
エコフォーラムは、対面での交流会が実施でき
ず、時期を遅らせてのセミナーの開催となった
が、オンラインを活用したため、多くの参加者が
あった。

継続

今後においても環境基本条例に基づく「環境にや
さしい週間」を中心として、環境保全の重要性を
考え、行動の契機につながる啓発活動を実施す
る。一方で「草津エコフォーラム」に関しては、参
加者数が増加するよう、開催場所、時期等を見
直すなど、社会的な潮流に合わせた内容で行う
ように改善する。

41 環境政策課
市、

滋賀GPN
年間

【滋賀グリーン購入ネットワーク】滋賀グリー
ン購入ネットワークにおいて、グリーン購入
など環境に配慮した物品購入の促進を実
施。

滋賀グリーン活動ネットワークの総会や自治体部
会に参加。

啓発リレーに参加するなど、市民へグリーン購
入等の環境に配慮した物品購入の促進を啓発
することが出来た。 継続

滋賀グリーン活動ネットワークの総会や部会に参
加し情報収集に努め、市民へ環境に配慮した物
品購入の啓発を行う。

42 会計課 市 随時

【指定物品の単価契約】購入頻度の高い
事務用品や作業服等の消耗品等につい
て、グリーン購入対象商品を指定物品とし
て単価契約を行い、購入する商品を固定
することでグリーン購入を推進。

グリーン購入対象指定物品：32品【全指定物品
数：42品（燃料代を除く）】

前年度に比べ、グリーン購入対象商品を増や
すことができた。購入頻度の高い事務用品を精
査した上で、指定物品にグリーン購入対象商品
を指定することで、全庁的にグリーン購入を推
進することができた。

継続

今後も引き続き指定物品にグリーン購入対象商
品を指定することでグリーン購入の推進を図る。

43
くさつエコスタイルプ

ラザ
市、

滋賀GPN
9/9-18

【滋賀グリーン購入ネットワーク】滋賀グリー
ン購入ネットワークの会員として、びわ湖一
周「買うならエコ！」リレーの一環として、リサ
イクルフェア草津の中で、グリーン購入を啓
発。

9/6開催のリサイクル家具抽選会において、パネ
ルを展示し、グリーン活動を啓発。（当初リサイクル
フェア草津2020にて啓発予定であったが中止。）

クリーンセンター来場者に啓発ができた。

継続

９月に予定されている「リサイクルフェア」でブース
展示を実施し、幅広く啓発活動を行っていく。

44 資源循環推進課 市 年間

【容器包装リサイクル法に基づく分別収集】
H17年4月からプラスチック製容器包装の
再資源化処理を指定法人ルートで開始。

資源化率96％ プラスチック製容器包装の資源化率が前年度
から3ポイント上昇した。

継続

引き続きプラスチック製容器類の適正分別につ
いて市民へ啓発し、資源化率の向上に努めてい
く。
また、国が進めるプラスチック製品の一括回収に
ついて、その動向を注視し、リサイクルルートの確
保と分別区分の見直しを検討する。

45 幼児課 市 年間

【資源の再利用による教材】廃材など使用
できるものは、教材として利用。

公立保育所・幼稚園・こども園において、年間を通
じて実施。

公立保育所・幼稚園・こども園において、廃材
を教材として有効に用いることで、子ども自身が
再利用できることを知り、環境意識の向上を図
ることができた。

継続

公立保育所・幼稚園・こども園において、積極的
に廃材をリサイクル教材として用いるなどして、資
源の再利用についての意識づけを継続していく。

46 幼児課 市 年間

【幼児期における環境学習】燃えるごみやプ
ラスチックごみなどのごみ箱を分けて置き、
分別できるように指導。

公立保育所・幼稚園・こども園において、年間を通
じて実施。

公立保育所・幼稚園・こども園において、年間
を通じて実施することで、子どもたちのごみの分
別に対する意識が定着している。 継続

今後も引き続き、年間を通じて実施することで、
ごみの分別に対する意識を高めていく。

47 環境政策課 市 随時

【資源回収活動事業推進奨励金】資源の
再利用およびリサイクルの推進を図るため、
回収量に応じて奨励金を交付。（団体4円
/kg、回収業者1円/kg）

市民団体（195団体）の回収量：約2,586ｔ
回収業者の回収量：約2,538ｔ
交付額：12,880,600円の内
（団体）：10,342,280円
（業者）：2,538,320円

各市内町内会・子ども会などで定期的に資源
回収を行うことで、ごみ問題に対する意識を高
め、ごみの減量と資源化を図ることができた。

継続

再資源化できるごみの知識普及に努め、地域で
の資源回収活動を通じて、市民のごみ問題への
意識向上を目指す。

48 環境政策課 市 随時

【家庭ごみの分別・排出】転入者への説明
や、市民会議主催の啓発事業等で周知、
啓発。

窓口にて転入者へ分別方法、ごみ袋引換券の交
付方法について説明を行った。

転入者等へ分別方法を周知することができた。

継続

転入者への説明や、市民との協働のなかで、ご
みの分別や問題について意識向上ができるよう
周知、啓発に努める。

49
くさつエコスタイルプ

ラザ
市 随時

【生ごみ処理容器購入費補助】家庭用生ご
み処理容器を購入した費用の2分の1（上
限1万5000円）を補助。

実績件数：26件
補助額：314,800円

コロナ禍により、「ステイホーム」という行動様式
が定着し、ごみの減量への意識が必然的に高
まったことから、昨年度より早期に予算額に達
し、ごみ減量の推進に寄与した。

継続

社会情勢の変化により需要が高まっていることか
ら、補助上限額を見直すことで、より多くの方に補
助を行えるようにする。
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50 資源循環推進課 市 随時

【ごみの資源化処理】クリーンセンターへ搬
入されるごみの内、金属、びん、プラスチッ
ク、ペットボトル、乾電池、蛍光管等につい
て、可能な限り資源化処理を推進。

クリーンセンターへ搬入されたごみの再資源化量
　金属：789ｔ
　びん：716ｔ
　容リプラスチック：1,004ｔ
　ペットボトル：288ｔ
　乾電池：27ｔ
　蛍光管：10ｔ
　古紙：1,226ｔ
　小型家電：140t
　特定家電：1t
　刈草堆肥化：88t
　家具ﾘｻｲｸﾙ：1t
　（合計4,290t）  リサイクル率：18.7％

クリーンセンターへ搬入されるごみのうち、金
属、びん、プラスチック、ペットボトル、乾電池、
蛍光管、小型家電について、可能な限り資源
化処理を行った結果、再資源化量は前年度に
比べ326ｔ増加した。

継続

出来る限り廃棄物を発生抑制できるよう、２Ｒ（リ
デュース：発生抑制、リユース：再使用）を推進す
るための仕組みづくりに取り組み、なお発生するご
みを適正に分別するために、市民に分かりやすい
分別区分によって適正に分別し、可能な限り資
源化する取組を進める。

51 資源循環推進課 市 随時

【家電リサイクル法の周知・啓発】家電リサ
イクルシステムに基づき適正に処理がなさ
れるよう、市民にシステムを周知・啓発。

ごみ分別ブックの発行、市ホームページの掲載等
により、特定家電リサイクルの周知・啓発を実施。
粗大ごみとして収集の申し込みを受ける際に個別
に説明し、周知を行う。

市ホームページ等での家電リサイクル法に基づ
く処分の周知・啓発に加え、粗大ごみの戸別収
集申込時に個別に説明を行い、一定の周知・
啓発を図ることができた。

継続

家電リサイクルが適切に行われるよう、引き続き
周知・啓発を行う。

52 資源循環推進課 市 随時

【事業系一般廃棄物の分別・排出】事業所
が事業を開始する時、および一般廃棄物
処理業（収集運搬）許可業者の許可更新
時に、分別の周知を徹底。

会計年度任用職員を雇用し、事業所指導啓発体
制を維持したが、新型コロナウイルス感染症の影
響により、訪問活動を縮小。
　訪問事業所数：59件（うち3010運動啓発0件）
事業所向けに作成した廃棄物の適正処理ガイド
ブックを配付し説明。

・事業系一般廃棄物のクリーンセンターへの持
込はR1年度：13,538トンからR2年度：12,162ト
ン（前年比：1,376トン減）となった。
・市民1人1日当たりの事業系ごみ排出量が前
年度の274.7gから245.3gに減少した。

継続

事業系ごみのうち古紙の持込を抑えるため、古
紙類のリサイクルルートへの誘導により、排出抑
制を行う。

53 資源循環推進課 市 随時

【最終処分場整備】最終処分場を整備。 環境への影響や市民生活環境への影響を考慮し
ながら、用地について慎重に検討する必要がある
ことや、草津市が廃棄物の最終処分を委託してい
る大阪湾フェニックスの次期計画の動向に注視し
ていることから、最終処分場の選定に至っていな
い。

最終処分場の選定に至っていない。

継続

本市で発生するごみの最終処分は、大阪湾フェ
ニックスに委託しており、最終処分場は有限であ
ることから、今後も更なるごみの発生抑制、資源
化および中間処理による減量（減容）を進める必
要がある。
また、大阪湾フェニックスの次期計画の動向を注
視する。

54 資源循環推進課 市 随時
【廃棄物処理施設整備】焼却施設およびリ
サイクルセンターについては、H29年度稼
働予定で現在取組を推進。

焼却施設およびリサイクルセンターの工事進捗率：
100％（平成30年3月稼働）

焼却施設およびリサイクル施設について、安定
稼働を行っている。 継続

引き続き焼却施設およびリサイクル施設の安定
稼働を行う。

55 道路課 市 随時

【街路樹維持管理業務】工区において剪定
された枝、葉を草津造園組合でチップに
し、堆肥化。

R2年度については、草津造園協同組合所有の粉
砕機が利用できなかったため、チップ・堆肥化は
行っていない。

チップ・堆肥化の実施なし。

縮小

チップ・堆肥化について、今後の対応を見直して
いく。

56 道路課 市 随時

【再生資源を撤去する全対象工事】再生資
源を撤去したことにより、発生した再生資源
について、各産業廃棄物処理場にてリサイ
クル化されたことをマニフェストによって確
認。

対象工事：20件
コンクリート殻：173.67t
アスファルト殻：1984.39t
発生木材:66.10t

適切な処理施設へ運搬し、リサイクル資源とし
て処理し、廃棄物を減少することで、資源循環
型社会に貢献した。 継続

引き続き、発生した再生資源を適切な処理施設
へ運搬することで、資源循環型社会に貢献して
いく。

57 幼児課 市 随時

【親子での取組】清掃活動、ごみの分別、ア
ルミ缶回収等を保護者の協力を得て実
施。園児のものを大切にする気持ちを育
て、保護者の環境に対する意識の向上を
図る。
［クリーン活動］ごみのポイ捨てをしないとか
物を大切にする気持ちを育て、保護者にも
啓発する。

新型コロナウイルス感染症の影響により、清掃活動
は実施できなかった。
ごみのポイ捨てや物を大切にする気持ちを育てる
ために日々の保育の中で伝えたり、保護者への啓
発を行ったりした。

清掃活動や回収活動はできない状況ではあっ
たが、保育の中で子どもたちに具体的に伝えて
いくことで、ごみの減量への意識づけを図ること
ができた。

縮小

保育の中で子どもたちに意識づけを行っていくこと
に加え、保護者への啓発を通して家庭の中でも
ごみの減量やリサイクルに関しての意識を今後も
引き続き高めていく。

58 幼児課 市 随時

【不用品バザー】各家庭の不用品を持ち寄
り、バザーを実施。

新型コロナウイルス感染症の影響により、保護者や
地域の方を招いてのイベントが開催できず実施で
きなかった。

新型コロナウイルス感染症の影響により、保護
者や地域の方を招いてのイベントが開催できず
実施できなかった。 縮小

各家庭の負担等を考え、不用品バザーについて
は縮小をしていく。

59 幼児課 市 随時

【資源回収】施設で出る古紙（新聞、段ボー
ル）やペットボトルのキャップ等を、リサイク
ル業者や団体等に回収を依頼。

一部の公立保育所・幼稚園・こども園において、定
期的に回収を行った。

定期的に回収を行い、社会福祉協議会に回収
を依頼し、貢献している。子どもが主体的に家
庭からペットボトルのキャップを集めて回収箱に
入れる姿も増えてきている。

継続

今後も引き続き、年間を通じて実施することで、
資源回収に対する意識を高めていく。

節水の推進 60 幼児課 市 年間

【幼児期における環境学習】砂場や園庭な
どの水あそび、使ったおもちゃを洗った後の
水を、花の水やりに利用。

公立保育所・幼稚園・こども園において、年間を通
じて実施。

公立保育所・幼稚園・こども園において、年間
を通じて水の再利用を行うことで、子どもたちの
水を大切に使おうとする意識が定着してきてい
る。

継続

今後も引き続き、年間を通じて水の再利用を実
施することで、環境意識に対する意識を高めてい
く。

未利用水の利用促進 61 開発調整課 市 随時

【草津市開発事業の手続および基準等に
関する指針】開発区域内の雨水排水の直
接放流を緩和し、下流域の水害の防止とし
て、雨水浸透桝の使用を推奨。

排水施設として雨水浸透桝の設置および歩道に
かかる透水性舗装の整備について、草津市開発
事業の手続および基準等に関する指針の規定に
基づき開発事業施工者に指導。
開発許可件数および協議終了件数
　都計法２９条（開発許可件数）：６８件
　市指導要綱：２０件

都市計画法に基づく開発許可申請および特定
開発行為等に関する指導要綱の申請者に対
し、草津市開発事業の手続および基準等に関
する指針の規定に基づいた適正な指導を行
い、開発地における雨水浸水桝の設置を図るこ
とができた。

継続

引き続き草津市開発事業の手続きおよび基準
等に関する指針の規定に基づき開発事業施工
者に指導を行う。
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未利用水の利用促進 62 道路課 市 随時

【交通安全対策事業】工事において透水性
舗装整備を実施。

対象工事件数：1件
整備延長：362.70.ｍ

透水性舗装により、雨水を循環させることで、資
源循環型社会に貢献した。

継続

引き続き、工事において透水性舗装の施工を実
施していく。

63 環境政策課 市 年間

【自然環境保全地区の指定】残された自然
環境を少しでも多く保全し、次世代に残す
べく、市内16ヵ所、合計132,451㎡を自然
環境保全地区に指定し、市HP、パンフレッ
ト、環境関連イベント等で啓発。開発行為
等を規制するとともに、樹林面積に応じて
保全にかかる経費を助成し、貴重な生物生
息域の保全・保護に寄与。

保全地区：16か所
助成金交付額：計698,852円

残された自然環境を少しでも多く保全し次世代
に継承するため、良好な自然環境を有する地
域を自然環境保全地区として指定している。維
持管理にかかる費用の一部を助成し、環境保
全に寄与した。 継続

安全・安心な環境のもとで今の自然環境保全地
区を次世代へ継承するために、高木の伐採・剪
定費用の補助を行うことを検討している。

64 環境政策課 市 年間

【鳥獣保護（外来生物）】希少種を含む在
来生態系の保全・回復のため、特定外来
生物アライグマを捕獲。

特定外来生物
アライグマ捕獲数：３４頭
ハクビシン：２頭
ヌートリア：０頭

特定外来生物であるアライグマ・ハクビシン・
ヌートリアを捕獲し、在来生態系の保全・回復を
高めている。昨年と比べると増加傾向にある。

継続

増加傾向にあるため、市民の方々により一層の
周知・啓発を行う。

65 環境政策課 市 随時

【保護樹木の指定】良好な環境を確保する
ため市内13ヵ所、39本の樹木を指定して
おり、市HP、パンフレット、環境関連イベント
等で啓発。
また、保護樹木の蘇生治療等に対する補
助要綱を策定し、必要に応じて助成を実
施。

・志那神社のクロマツ松枯れ予防の薬剤散布
補助額：47,300円
・伊砂砂神社のモッコク台風等強風による倒木防
止及び枯れ枝落下防止対策工事
補助額：104,500円

市内の価値ある樹木を保護樹木として指定し、
次世代に継承していけるよう、倒木対策等の際
に管理者に対し補助金を支出した。

継続

良好な環境を確保するため、保護樹木と指定し
ており、これらが貴重な樹木であることのさらなる
周知啓発に努める。

66 環境政策課 市 随時

【赤野井湾の種の保存】赤野井湾内にハス
の地下茎がほとんど枯死していたことから、
ハス群落再生の実証実験で開花したハス
の地下茎の増やす取り組みを行う。

令和元年度に引き続き、ハスの株分けを行い、２０
鉢に株分けした。

水生植物公園みずの森と連携し、地下茎を増
やすことができた。

新規

株分けした地下茎をさらに増やす取り組みを行い
ながら、水生植物公園みずの森にて赤野井湾の
ハスを啓発展示を行い、地域資源の継承をおこ
なっていく。

67 環境政策課 市、県、団体 随時

【自然環境保護事業】滋賀県のヨシ群落保
全条例により保全区域に指定されているヨ
シ群落を「守る」「育てる」「活用する」県の
事業に協力。

該当事業なし 該当事業なし

継続

引き続き県の該当事業がある場合には、連携し
て取り組んでいく。

68
くさつエコスタイルプ

ラザ
市 随時

【いきもの調査】市民主体で市内のいきもの
調査を実施し、マップなどにより調査結果を
公表。

市内4か所（全4回）
参加人数：161人

新型コロナウイルス感染症の影響により、観察
会が実施できなかったため、開催数、参加者数
とも減少した。

縮小

講師派遣だけでなく、学校や地域が独自に行っ
ている調査会を取材し、情報を発信していく。

69 農林水産課
市、県、
地元

随時

【土地改良事業】農業排水の流出の抑制・
適正な浄化処理を行い、琵琶湖の水質汚
濁負荷削減に尽力。

５月　COD　6.9→4.6（除去率　33.3％）
　　　 BOD　2.0→1.4（除去率　30.0％）
　　　 T-N　2.4→0.9（除去率　62.5％）
　　　 T-P　0.58→0.08（除去率　86.2％）

8月　COD　7.0→5.3（除去率　24.3％）
　　　 BOD　3.3→1.4（除去率　57.6％）
　　　 T-N　3.3→1.8（除去率　45.5％）
　　　 T-P　0.19→0.08（除去率　57.9％）

１月　COD　3.8→4.2（除去率　▲10.5％）
　　　 BOD　1.7→0.5（除去率　70.6％）
　　　 T-N　1.4→1.2（除去率　14.3％）
　　　 T-P　0.11→0.03（除去率　72.7％）

農業排水の流出の抑制・適正な浄化処理を実
施できた。

継続

今後も農業排水による琵琶湖の水質汚濁負荷
削減に努める。

70 環境政策課 県、市 ２月

【ラムサール条約啓発事業】パンフレット配
布やイベント開催等を通じて啓発活動を実
施。世界湿地の日（2月2日）に合わせて、
「びわこ一斉水鳥観察会」を開催。（本市は
烏丸半島周辺）

常盤小学校が水鳥観察会を実施（１/8） 常盤小学校の水鳥観察会には６年生４8名が
参加した。パンフレット配布やイベント開催等を
通じて啓発活動を実施し、多くの方々が水鳥観
察会に訪れた。

継続

今後もイベントやパンフレットにより、啓発活動を行
い、水鳥観察会を実施する。

生
物
多
様
性
の
保
全

自
然
と
と
も
に
生
活
す
る
環
境
づ
く
り

市民ぐるみによる自然環境の保
全
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生
物
多
様
性
の
保
全

農空間における在来生態系の
保全

71 農林水産課 市 随時

【農業振興】農用地からの除外を必要最小
限に留めることで、優良な農地を保全。

除外件数・・・0件
編入件数・・・0件

農用地からの除外を厳格に管理し、優良農地
の確保に努めた。

継続

農用地からの除外を厳格に管理し、継続して優
良農地の確保に努める。

72 環境政策課 市 年間

【「草津市の自然」作成業務】急激な都市
化のなかで、自然環境の推移を学術的に
把握、記録し、残された美しい自然の保護・
保全を図るために必要な基礎資料として、
また多くの市民に自然環境への理解と関心
を深めるために調査を実施。

新型コロナウイルス感染症の影響により、啓発を行
うイベント等が無く、実績なし。

実績なし。

継続

こども環境会議等のイベントや講師対応の際、草
津市の自然について周知を行い、草津市の自然
の関心を高めていく。

73 幼児課 市 随時

【幼児期における環境学習】地域の自然環
境に行き、自然探索と観察を実施。

新型コロナウイルス感染症の影響により、園外での
活動が制限されたため自然探索や観察は実施で
きなかったが、保育の中で自然物を取り入れ、触
れることのできる環境を提供した。

新型コロナウイルス感染症の影響により、園外
での活動が制限されたため自然探索や観察は
実施できなかったが、保育の中で自然物を取り
入れ、触れることのできる環境を提供すること
で、環境への意識を高めることができた。

縮小

新型コロナウイルス感染症の状況を鑑みながら、
自然探索や散歩等の園外活動の中で、地域の
自然環境に興味を持つことができるような保育を
展開していく。

74 農林水産課
市

（草津市農業
振興協議会）

随時

【ふれあい農業推進事業】草津市手作り市
民農園を開設し（75区画）、広く市民が自
然とふれあい、農業に親しむ機会を創出。

草津市手作り市民農園として７5区画貸出。 市民が自然と触れ合い、農業に親しむ機会を
提供することができた。

継続

引き続き空き区画が生じないよう、市民農園につ
いてHPや広報を活用し広く周知していく必要があ
る。

75 河川課 市、県
6月～12

月

【河川愛護事業】一級河川の地元の自主
的な活動（草刈等）に対して報償金を支給
し、住民の河川愛護思想の高揚を図るとと
もに、河川環境の保全や景観の美化を推
進。

実施町内会：56団体
実施面積：173,075㎡

R2年度は新型コロナウイルスの影響もある中
55の町内会、団体が河川愛護清掃活動を実
施し、住民の河川愛護思想の高揚を図り、また
河川環境の保全や景観の美化を推進すること
ができた。

継続

新規実施団体および新型コロナウイルスの影響
で実施しなかった団体に対して案内を行い河川
愛護活動実施団体数および面積を増加させる。

76
各まちづくり
センター

市、地元 随時

【地域協働合校をはじめとした子どもの生き
る力を育む取り組み】
各まちづくり協議会に交付する一括交付金
事業として、「地域協働合校をはじめとした
子どもの生きる力を育む取り組み」を実施
し、自然と触れ合う機会を提供。

コロナウイルス感染症拡大の影響で事業変更が生
じた学区もあったが、各まちづくり協議会で、地域
一括交付金事業における必須項目である「地域協
働合校をはじめとした子どもの生きる力を育む取り
組み」を実施いただいた。

各まちづくり協議会で、地域協働合校やわんぱ
くプラザ等の事業を通し、自然と触れ合う機会
を提供することができた。

継続

各まちづくり協議会への交付金事業の項目の一
つとして、引き続き、地域協働合校等において、
自然と触れ合う機会が提供されるよう取り組んで
いただく。

77 学校政策推進課 学校 年間

【渋川ビオトープの会】小学校および地域
で、渋川ビオトープの会を結成し、渋川小学
校ビオトープを自然学習の場として活用す
るとともに、維持管理を実施。

年４回予定されていた整備や観察会は、新型コロ
ナウィルスの影響で観察会を中止し、２回の整備
を実施した。

ビオトープの整備を行うことで、日常的なビオ
トープの観察ができ、身近な生態系について学
ぶことができた。

継続

ビオトープの観察会と整備を継続して、子どもたち
が身近に自然環境について学べる場を提供す
る。

78 環境政策課 県 随時

【下物ビオトープの整備】下物町の道の駅く
さつの隣にビオトープを整備し、ヨシ刈りの場
所やハス池を整備し、環境学習の場の一つ
として活用。

令和2年4月11日　ハス植え付け
　　　　　 11月3日　生物観察会
ハスについては、4月に移植したものの、開花には
至らなかった。

コロナ禍の中ではあったが、生物観察会を県・
市連携で実施し、環境学習の一環として市民に
啓発することができた。
ハスについては、開花には至らなかった。

継続

ハスの開花に向け試行錯誤を重ねていく。ハスが
開花した際には、広く周知を行い、多くの方に環
境学習の場として利用いただけるよう、県・市連
携して取り組む。

事業活動に伴う環境負荷の低
減

79 環境政策課 市 随時

【事業所パトロール】過去に公害苦情があっ
た事業所を定期的にパトロールし、公害の
未然防止を推進。

4事業所を定期的にパトロール 定期的にパトロールを行うことで、事業所の現状
を把握でき、苦情発生時にも迅速な対応がで
きた。 継続

現在実施しているパトロールや立入りを継続して
いくとともに、事業所に環境意識を高めてもらい、
苦情が発生しないような環境づくりに努めてもら
う。

80 環境政策課 市 不定期

【工場排水調査】河川の汚染防止のため、
年数件、抜き打ちで市内事業所の排水を
調査し、必要に応じて指導。

排水調査：8事業所 抜き打ち方式で市内事業所の排水を調査する
ことにより、必要な指導を行い、公害の未然防
止に努めることができた。

継続

環境負荷の高い事業所や公害苦情が発生する
おそれがある事業所に対し、排水調査を実施し、
公害の未然防止に努めていく。

81 河川課 市、県 年間

【市街地排水浄化施設】山寺川市街地排
水浄化施設で、市街地約80ｈａに降った雨
による比較的汚濁物質の濃度が高い初期
流出水（市街地排水）を浄化して、琵琶湖
に流入する汚濁負荷を軽減。

市街地排水浄化施設の一斉清掃・除草を市民ボ
ランティアで実施。
　実施回数：2回
　ボランティア参加人数：83人
(日常的な維持管理活動は、施設の運営協議会
が実施)

流入する水の水質が計画より良いため、目標
除去率に達していないが、施設通過後の水質
は目標を上回っている。また、ボランティアの回
数については、植生浄化施設の植生状況に
よって左右される。

継続

浄化効果促進のため、県と共に調査、研究を進
めていく。
施設の情報提供。見学者への説明、案内等の実
施を行う。

82 農林水産課
市、国、県、地

元
随時

【農地・水・環境保全向上対策事業】農業
排水路の泥上げ等の適正な機能維持の共
同活動とともに、農業による濁水の排出を
抑え、琵琶湖の水質汚濁防止負荷低減に
尽力。

15集落で実施（五条・北大萱・下笠馬場・御倉・志
那中・上笠・山田・木川・不動浜・片岡・南山田・北
山田・集・志那町・志那町吉田）

令和元年度より新たに２集落のエリア拡大を図
り、農業排水路の泥上げ等の適正な機能維持
の共同活動とともに、農業による濁水の排出を
抑え、琵琶湖の水質汚濁防止負荷低減に尽
力した。

継続

今後も継続して濁水の排出を抑え、琵琶湖の水
質汚濁防止負荷低減に尽力する。

環
境
汚
染
・
公
害
へ
の
適
切
な
対
策

総合的な公害防止

環
境
汚
染
等
の
調
査
と
公
害
対
策

ビオトープの形成

自
然
と
と
も
に
生
活
す
る
環
境
づ
く
り

自
然
環
境
と
ふ
れ
あ
う
機
会
の
充
実

自然環境等に親しむ場と機会の
充実
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83 農林水産課 市
１０月～2

月

【土地改良事業】田んぼから排出される濁
水は、幹線排水路を介して琵琶湖へ放流
されるが、幹線排水路に溜まった泥砂を取
り除き琵琶湖への環境負荷の低減に尽
力。

実施予定箇所の堆積量の調査を行った。 堆積量の調査を実施した。

継続

引き続き堆積量の調査を行い、必要な箇所が発
見された際には浚渫を実施する。

84 環境政策課
市、ＮＰＯ
(～H26)

市(H27～)
随時

【環境協定締結推進事業】市民の健康を
守り、良好な環境を保全するために、草津
市の良好な環境保全条例に基づき、市長
が特定工場等と環境保全に関する協定を
締結。

新規事業者との締結は0件だった。
既締結事業者については、立ち入り時に協定内容
の順守状況について聞き取りを行ったり、定期的な
報告をいただき、協定の順守状況について確認し
た。

環境法令に規定のある事項のほか、各事業所
に環境協定に掲げた内容について取り組んでい
ただき、環境負荷の低減につなげることができ
た。

継続

環境負荷の高い事業所や開発等で新しく設置さ
れる事業所に対し、協定締結を打診し、環境負
荷の低減に取り組む。

85 環境政策課 市 年１回

【自動車騒音調査】騒音規制法第18条に
基づく自動車騒音の常時監視として、市内
主要幹線道路を対象に調査および面的評
価を実施。

国道一号線３区間の調査及び面的評価を実施。 草津市内を走る主要道路の騒音の状況につい
て把握することができた。

継続

引き続き主要幹線道路について調査を継続し、
適正な監視を行う。

86 環境政策課 市 年１２回

【河川調査】環境管理基準当てはめ河川
（伊佐々川・狼川）および監視必要河川（伯
母川、郡上山寺川、新草津川、北川、柳
川）の水質調査を実施。

各河川において毎月1回調査実施
調査結果は随時市ホームページに掲載するととも
に、市民に親しみやすい人の顔を用いて、当該河
川等に掲示。

調査の結果、狼川で6回環境管理基準を超過
したため、現地確認を行うなど監視を行った。

継続

採水してから調査結果が判明するまで時間を要
するため、調査結果判明後に現地確認を行うも
のの、原因究明には至らなかった。引き続き狼川
の監視を行う。

87 環境政策課 市 随時

【大気汚染状況の把握】光化学スモッグの
原因となる光化学オキシダントやPM2.5等
による大気汚染状況を把握するとともに、
必要に応じて注意喚起を行う。

県の観測データより大気汚染状況を把握した。 発令時には、市民へ速やかに注意喚起が行え
るよう備えた。

継続

県の観測データより大気汚染状況を把握するとと
もに、ＨＰや広報を通じて、必要に応じて市民に注
意喚起を行う。

88 資源循環推進課 市 随時

【焼却ごみ処理】化学物質による環境保全
上の支障を未然防止する目的で制定され
た、特定化学物質の環境への排出量の把
握等及び管理の改善に関する法律に基づ
き、対象化学物質（ダイオキシン等）の排出
量把握等の自主管理に取り組む。

R2年度中のダイオキシン類の排出量（排ガスから
大気中へ排出）および移動量（焼却灰、飛灰を最
終処分場へ移動）の合計
　451mg-TEQ/年

法律に基づいた特定化学物質の排出および移
動量の把握、報告を行った。

継続

安全かつ安定的な運転を実施していくことによっ
て、環境負荷の少ない施設運営を行っていく。
また、法律に基づいた特定化学物質の排出およ
び移動量の把握、報告を行っていく。

89 環境政策課 市、県 ７月、８月

【地下水定期モニタリング調査】過去に地
下水質環境基準を超えた地点において、
地下水汚染状況を継続的に監視。

調査地点：41地点 地下水汚染状況を調査し、適正な監視につな
げた。

継続

引き続き地下水汚染状況について調査を継続
し、適正な監視を行う。

90 上下水道施設課 市 随時

【公共下水道整備】市内全域において、生
活排水等の適切な処理を行えるように公共
下水道整備(汚水)を実施。(農業集落排水
の処理区域を除く)

R3.3.31現在の下水道普及率（処理区域内人口/
草津市内の人口）：99.7％
※住基人口に限る

昨年に引き続き処理区域面積の拡大（約
14ha）したことから、高度な汚水処理が可能と
なり、環境負荷が低減した。

拡大

下水道未整備地の解消を目指し、整備にかかる
課題整理を行い、さらなる普及率向上を図る。

91 上下水道施設課 市 随時

【水洗化啓発】公共下水道処理区域内で
生活排水を公共下水道(汚水)へ接続(放
流先変更)するよう、年間を通じて啓発を実
施。

下水道接続指導件数：27件
大型浄化槽（20人槽以上対象）に対し、下水道接
続にかかる法令に基づく指導を実施。

対象者の約50％（13件）から、概ね2年以内の
接続工事実施計画書を受理。今後、下水道接
続により生活雑排水等による水質汚濁の低減
に寄与。

継続

浄化槽利用者の実態調査を行い、利用実態に
応じた啓発を行うことで下水道接続を図る。

92 上下水道施設課 市 随時

【水洗化便所等改造資金融資制度】 宅内
の水洗化に要する資金について、金融機
関で融資を受けた場合に利子の一部を補
給。

新規実績：１件

3/31現在の下水道処理区域内水洗化率（水洗
化人口/処理区域人口）：98.4％

下水道接続により環境負荷の低減に寄与。

拡大

利用実績が少ないため、制度の見直しが必要。

93 上下水道施設課 市 随時

【合併処理浄化槽設置補助金】公共下水
道(汚水)の整備が当分の間見込まれない
地域において、浄化槽を設置する者に対し
て補助金を交付。

補助実績：0件 下水道普及率の向上により、浄化槽ではなく、
より高度な処理が可能な下水道接続が主流と
なった。

廃止

事業活動に伴う環境負荷の低
減

94 契約検査課 市 年間

【建設事業契約審査事務】市発注の工事・
業務・物品等の契約書に、「受注者は、発
注者が実施している環境マネジメントシステ
ムに配慮し、環境にやさしい事業活動を心
掛けること。」の項目を入れ、受注業者に啓
発。

啓発を実施した。 受注業者に対し、市が実施している環境マネジ
メントシステムへの配慮と、環境にやさしい事業
活動への心がけを啓発することができた。

継続

今後についても、受注業者に対し、市が実施して
いる環境マネジメントシステムへの配慮と、環境に
やさしい事業活動への心がけを啓発していく。

総合的な公害防止

環
境
汚
染
・
公
害
へ
の
適
切
な
対
策

環
境
汚
染
等
の
調
査
と
公
害
対
策

その他の公害対策

市
民
お
よ
び
事
業
所
等
に
よ
る
環
境
負
荷
の
低
減

市民生活における環境負荷の
低減
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事業活動に伴う環境負荷の低
減

95 環境政策課 市 随時

【工場指導】事業所からの自主測定結果報
告書を受け、必要に応じて指導。
特定工場の申請時、事業所立入り時およ
び事故発生時に、市条例に基づき指導を
実施。また、水質汚濁防止法指導を受けて
いることを確認指導。

コロナ禍のため、工場立入り実施：0事業所。
立入りの代替として書面のやり取りによる調査を実
施：26事業所
（市内特定工場495事業所中）

草津市の良好な環境保全条例および騒音規
制法・振動規制法、悪臭防止法に基づき事業
所を指導し、公害の未然防止を図ることができ
た。

継続

環境負荷の高い事業所や新しく設置される事業
所に対し、立入りし、法令に基づく指導を行い、環
境負荷の低減に取り組む。

自動車による環境負荷の低減 96 道路課 市 随時
【低騒音型舗装】工事において、低騒音型
舗装の施工を実施。

低騒音型舗装の施工実施なし。 低騒音型舗装の施工実施なし。
継続

随時、状況に応じ、低騒音型舗装の施工を実施
していく。

97 公園緑地課 市 随時

【野路公園整備事業】急速な都市化の進
む南部地域において、近隣公園として都市
計画決定された野路公園を整備する。

公有財産購入費（予算額）　　　0千円
　　　　　　　　　　　（執行額）　　　0千円

第１工区の用地取得に向けて調整を行ったが、
用地取得に至らなかった。
1工区事業の変更が認可された。（事業期間を
4年間延伸）

継続

今後も用地取得に向けて地権者と調整を継続す
る必要がある。

98 草津川跡地整備課 市 22年度～

【草津川跡地整備事業】草津川跡地を高
質な緑空間として整備を実施。

草津川跡地公園来園者数
　区間２：約３７万人
　区間５：約３８万人
　合計：約７５万人

指定管理者、民間企業と連携し民間活力を生
かした公園管理を引き続き行った。また各ガー
デンの維持管理に加え、多様な主体が参画す
る草津川跡地公園管理運営会議により、公園
のソフト面の充実に積極的に取り組み「にぎわ
い」と「うるおい」の創出が図れた。

継続

草津川跡地公園のにぎわい空間の維持のため、
市民ニーズに対応した管理を引き続き行うととも
に、未整備区間の早期着手に向け取り組みを
行っていく必要がある。

99 幼児課 市 年間

【幼児期における環境学習】花・野菜づくり
にかかる土作り、植栽、施肥、潅水、除草
などの一連の作業を園児と教職員がともに
共有することによって、植物への愛情や収
穫の喜びと共に環境学習を実施。保護者も
関わっている園有り。

公立保育所・幼稚園・こども園において、年間を通
じて実施。

花・野菜の栽培や水やりを通して、植物の生長
を観察し、収穫する喜びを味わうことができた。

継続

花・野菜づくりにかかる土づくり、植栽、水やり等の
一連の作業を園児と職員が共に取組んでいく中
で、植物の愛情や収穫の喜びを味わうことができ
るように今後も引き続き保育を展開していく。

100 建築課 市
随時

（Ｈ24～）

【ブロック塀等改修促進補助金】地震災害
での倒壊による被害を防止することを目的
に、道路に面するブロック塀等を撤去し改
修する場合あるいは生垣に改修する場合
に事業費の一部を助成。

生垣設置の実績なし 生垣設置の実績なし

継続

ブロック塀から生垣に改修する事例は、一般的に
少ないものと思われるが、広く市民ニーズに対応
するため、現状維持の必要があると思われる。

101 公園緑地課 市 随時
【草津川緑地整備】新草津川の植栽を実
施。

ＮＰＯ法人琵琶湖ネットへの維持管理委託を継続
して実施：21,472㎡

昨年度に引き続き、ＮＰＯ法人琵琶湖ネット草
津へ委託し維持管理を実施した。

継続
今後も引き続き、ＮＰＯ法人琵琶湖ネット草津へ
委託し維持管理を実施していく。

102 都市再生課

市
草津まちづくり

株式会社

H25.12月
～H26.7
月　工事
供用開始
H26.7月
26日以降

随時

【アニマート跡地賑わい空間整備事業】JR
草津駅前の（通称）アニマート跡地におい
て、魅力のある店舗と高質なガーデニング
を施した魅力的な緑化広場を整備し、回遊
性の拠点となる空間を整備。

緑化広場の維持管理については、清掃業務の委
託による日常的な管理を行うとともに、月に1回、
ガーデニングサークルグラッシーを中心にお手入
れ会を実施し、鉢替えや低木の剪定などを実施し
た。
また、草津まちづくり株式会社と市で締結した都市
利便増進協定に基づき、同社が都市利便増進施
設として整備した屋上緑化広場を維持管理するこ
とで、緑化の推進を図った。

草津まちづくり会社やガーデニングサークルグ
ラッシーと連携しながら、緑化広場の高質な空
間を維持できた。

継続

今後も草津まちづくり会社やガーデニングサーク
ルグラッシーと連携しながら、緑化広場の高質な
空間を維持していく。

自然景観の保全 103 都市計画課 市 随時

【他市町との自然景観保全連携】大津市と
の景観連携による琵琶湖対岸眺望ポイント
を指定。

大津市との景観連携事業において、湖岸の対岸
景観を含めた両市共通の景観計画「びわこ東海
道景観基本計画」を策定した。

びわこ東海道景観基本計画において、琵琶湖
の対岸景観の保全と創造の方針を定めることが
できた。

新規(既存)

琵琶湖を挟んだ対岸眺望について、背策の検討
および眺望ポイントの啓発・整備等を行う。

歴史景観の継承 104 都市計画課 市 随時

【景観形成重点地区指定】景観法第11条
に基づく市民の提案制度や市より、景観に
特に配慮すべきか所を指定。

新たな重点地区の指定は無し。 新たな重点地区の指定は無し。

新規(既存)

重点地区内における建築物や工作物の新築や
改築の際において、重点地区の基準に基づき緑
化等を推進する。

都市景観の形成 105 都市計画課 市 随時

【近隣景観形成協定】近隣景観形成協定
の締結関係者による、景観形成に関する事
業の実施に対し補助を実施。

補助金の交付無し 補助金の交付無し

新規(既存)

県の近隣景観形成協定制度の対象事業見直し
に伴い、同制度への市からの支援についても対
象事業の改定を行う。

水辺空間の活用 106 農林水産課
市、
地元

随時

【土地改良事業】農業用水用ため池の維
持管理を行い、適正な農業用施設の管理
を実施。

農業用ため池の管理及び保全に関する法律に基
づき管理者への指導等を行った。

農業用ため池の管理及び保全に関する法律に
基づき管理者への指導等を行った結果、管理
者との連携強化および受益者である農業者が
適正な農業用施設の管理を実施した。

継続

今後も受益者である農業者が継続して適正な農
業用施設の管理を実施できるよう指導等を行う。

歴史的・文化的資源の保全と活
用

107 歴史文化財課
市、

指定文化財所
有者

年間

【文化財保護助成】指定文化財の天然記
念物の樹勢維持及び市指定史跡の景観
保全事業に対する補助金を所有者等へ交
付し、指定文化財を適正に保存。

【文化財保護助成】指定文化財の天然記念物の
樹勢維持及び市指定史跡の景観保全事業に対
する補助金を所有者等へ交付し、指定文化財を
適正に保存。

指定天然記念物の樹勢を剪定、施肥等により
回復させることができた。また、指定史跡内の
景観を除草等により保全することができた。 継続

今後も継続的に当事業を行うことで市指定天然
記念物ならびに市指定史跡の適切な保存・継承
を図る

緑化の推進

水
と
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史
に
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の
提
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108 環境政策課 市 随時

【草津クリーンプラン】市民や事業者等が行
うボランティア清掃に対して、ボランティア清
掃用ごみ袋の交付やごみ処理料の減免を
実施。

交付団体数：延べ77団体
交付袋数：12,477枚

ボランティア清掃を通じて、市民のごみを適切
に排出することやごみ問題への関心を高めるこ
とに繋がった。

継続

申請手続きの簡易化を検討し、地域の清掃活動
がより活発になるよう、支援を継続していく。

109 資源循環推進課 市 随時

【不法投棄監視活動】自治連合会で、各学
区での不法投棄を防止するためのパトロー
ルを実施。

学区ごとに定める予算を上限とし、まちづくり協議
会に対して地域一括交付金を交付し、環境美化に
関する取組を依頼。（交付対象は選択制で、当該
取組を実施していない学区もある。）

各地域の実情に応じた不法投棄監視活動を
行っていただくことができた。

継続

各地域における不法投棄状況を注視しながら、
今後も継続して支援を行っていく。

110 資源循環推進課 市 随時

【安全安心パトロール】主に、不法投棄多発
箇所をパトロールし、不法投棄者の捜索や
清掃作業等を実施。

・重点監視箇所： 30か所
・全体パトロール箇所：143か所
・不法投棄発見箇所数：112か所

パトロールによる監視とごみの早期回収に努
め、不法投棄が行われやすい地点の不法投棄
の未然防止と美化の確保が図れた。

継続

不法投棄の抑止力となっていることから、必要に
応じパトロール方法の見直しを行いながら、引き
続きパトロールを行う。

111 資源循環推進課 市 随時

【不法投棄監視カメラ】不法投棄の未然防
止や、不法投棄者を特定し、不法投棄の
除去を指導すること等を目的に不法投棄
多発箇所に設置。

監視カメラ設置箇所数：6か所
不法投棄ごみ搬入量：12.1ｔ

監視カメラの設置により、設置地点の不法投棄
の未然防止が図れた。
また、不法投棄ごみ搬入量が前年度から減少
した。

継続

不法投棄の抑止力となっていることから、不法投
棄多発地点について、監視カメラの設置を検討
する。

112 道路課 市・市民 随時

【みちサポーター事業】身近な公共空間で
ある市道の美化活動を促進するため、市民
ボランティアによる美化活動を支援すること
で、環境美化に対する市民の意識の高揚
を図るとともに、市民との協働によるまちづく
りを推進。

みちサポーター参加団体：34組（参加人数1,910
人）
活動回数：653回

身近な公共空間である市道の美化活動を促進
するため、市民ボランティアによる美化活動を
支援することで、環境美化に対する市民の意識
の高揚を図るとともに、市民との協働によるまち
づくりを推進した。

継続

引き続き活動支援を行っていく。

113 幼児課 市 随時

【ごみ持ち帰り運動】運動会や遠足など催し
等で排出したごみを家庭に持ち帰ることを
啓発。

新型コロナウイルス感染症の影響により、行事等の
縮小を行ったため、ごみを排出するような活動は
行っていない。

新型コロナウイルス感染症の影響により、行事
等の縮小を行ったため、ごみを排出するような
活動は行っていないが、ごみが排出するような
機会があれば持ち帰るという意識は定着してい
る。

縮小

今後も引き続き、各行事等においてごみの持ち
帰りを啓発し、環境意識の向上を図っていく。

114
くさつエコスタイルプ

ラザ
市 ５月下旬

【草津市ポイ捨て防止に関する条例の制
定】条例に基づき、ポイ捨て防止市民行動
の日を設定（５月末の日曜日）。年１回ボラ
ンティア清掃など啓発活動を実施。

新型コロナウイルス感染症の影響により中止 新型コロナウイルス感染症の影響により、啓発
活動を実施できなかった。

縮小

ごみ問題を考える草津市民会議と連携しながら、
散在性ごみの防止意識等の啓発を引き続き行
う。また、今後は清掃活動を実施せずに、街頭啓
発等の啓発活動を実施する。

環
境
美
化
活
動
の
推
進
と
意
識
の
向
上

不法投棄と散在性ごみの防止と
対策
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